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第８回西和賀町議会臨時会 

 

令和２年７月３０日（木） 

 

 

午前１０時００分 開   議 

議長  出席議員数は全員であります。会議は成

立をしております。 

  ただいまから第８回西和賀町議会臨時会を開

会します。 

  これから本日の会議を開きます。 

  議事日程は印刷配付のとおりであります。 

  なお、コロナウイルス感染症予防対策のため、

適宜休憩を取りながら議場の換気を行うことと

します。 

  直ちに日程に従って議事を進めます。 

  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第118条の規定に

よって、５番、髙橋到君、６番、髙橋輝彦君、

以上２名を本会期中の会議録署名議員に指名い

たします。 

  次に、日程第２、会期の決定についてお諮り

をいたします。開会に先立ちまして、議会運営

委員会において協議を行っておりますが、本臨

時会の会期は本日１日限りといたしたいと思い

ます。これにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議長  異議なしと認めます。 

  したがって、会期は本日１日限りと決定しま

した。 

  次に、日程第３、諸報告を行います。町長よ

り、地方自治法第243条の３第２項の規定に基

づく町の第三セクターの経営状況書類の提出が

あり、これを受理しましたので、ご報告いたし

ます。 

  本日の臨時会に出席を求めました細井町長並

びに柿崎教育長より、次のとおり説明員として

地方自治法第121条の規定による説明委任した

旨の通知があったので、これを受理しました。

その職氏名を事務局長に朗読させます。 

事務局長 最初に、細井町長より説明委任のあっ

た者の職氏名を申し上げます。副町長、髙橋一

夫。総務課長、高橋三智昭。企画課長、吉田博

樹。ふるさと振興課長、真壁一男。健康福祉課

長、新田由香里。農業振興課長兼林業振興課長

・農業委員会事務局長、泉川道浩。６次産業推

進監、菊池輝昌。観光商工課長、佐藤太郎。な

お、農業委員会事務局長にあっては、町長より

嘱託を受けた者として出席するものであります。 

  次に、柿崎教育長より説明委任のあった者の

職氏名を申し上げます。学務課長、照井哲。生

涯学習課長、柳沢里美。 

  以上であります。 

議長  ここで町長より行政報告のための発言を

求められております。この際これを許します。 

  細井町長。 

町長  おはようございます。臨時会、よろしく

お願いいたします。私から、行政報告を５件申

し上げたいと思います。 

  初めに、新型コロナウイルス感染症について

であります。皆さん既にテレビ等の報道でご存

じのことと思いますが、昨日岩手県知事が記者

会見を行い、盛岡市と宮古市でそれぞれ１名の

新型コロナウイルスの感染者が確認されたこと

が発表されました。県では、県内での感染者の

確認を受け、本日岩手県新型コロナウイルス感

染症対策本部会議を開催し、今後の対応等につ

いて協議される予定であります。 

  町といたしましては、県の今後の対応方針等

を踏まえながら、引き続き感染予防、感染拡大

防止に向けた取組を進めてまいりたいと考えて
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おります。 

  全国的に感染者が急増している状況にありま

す。町民の皆様におかれましては、手洗い、消

毒、うがいの徹底、マスクの着用、３つの密を

避ける行動、新しい生活様式の実践など、引き

続き感染対策の取組をしっかり行っていただき

ますようよろしくお願い申し上げます。 

  ６月定例議会でご報告しておりました北上市

内に開設されるＰＣＲ検査を実施する北上市臨

時外来検査センターについてですが、７月22日

に開設となっております。毎週水曜日と木曜日

の週２日、午後２時30分から４時30分までの開

所時間となっています。ＰＣＲ検査は１日６人

までとし、前日までにかかりつけ医からの予約

が必要となっています。 

  二次医療圏におけるＰＣＲ検査体制について

は、花巻市内においても７月29日に臨時外来検

査センターが開設されたことから、２か所での

検査体制が整えられたこととなります。 

  次に、７月27日から28日にかけての大雨に伴

う大雨警報等の発表に伴う対応についてご報告

いたします。７月27日からの降雨により、28日

午前２時９分に大雨警報、午前３時10分に土砂

災害警戒情報、午前３時38分に洪水警報が発表

され、河川の増水等による災害発生のおそれが

高まったことから、午前５時45分に川舟地区公

民館、太田老人福祉センター、新町地区公民館

の３施設を避難所として開設し、午前６時に沢

内地区13行政区に対し、避難勧告を発令しまし

た。避難所開設、避難勧告の発令は、告知端末

放送にて町民に周知を図ったところであります。 

  被害の詳細については、調査取りまとめ中で

ありますが、人的被害はなく、住家７戸の床下

浸水、水路への土砂流入、農作物の冠水などの

報告を受けており、対応について検討している

状況にあります。 

  大雨警報等が発表されるほどの大雨にもかか

わらず、本町においては幸いにも大規模な被害

がなく、安堵したところであります。今後とも

住民の命を守ることを最優先とし、災害時対応

を行ってまいりたいと考えております。 

  次に、新型コロナウイルス感染症対策に関連

し、２件の寄附を受けておりますので、その内

容について報告いたします。１件目は、一般社

団法人岩手県建設業協会北上支部様より、新型

コロナウイルス感染症防止対策に役立てていた

だきたいということで、非接触型温度計２台と

手指消毒用アルコールジェル１リットル入り

20本を寄贈いただいております。依然として非

接触型温度計や消毒用アルコールの確保が困難

な状況にあることから、貴重なものを寄附いた

だき、大変感謝しているところであり、公共施

設等において有効に活用させていただいており

ます。 

  ２件目は、明治安田生命保険相互会社岩手南

支社様から、町の新型コロナウイルス感染症予

防対策や住民生活の再建に向けた施策に役立て

ていただきたいということで、「私の地元応援

募金」として20万3,900円の寄附をいただいて

おります。いただいた寄附は、今後町が実施す

る感染症予防等の対策に有効に活用していきた

いと考えております。 

  次に、公用車の事故１件に伴う損害賠償に係

る専決処分について報告します。本年４月３日、

北上市和賀町横川目地内において、公用車が十

字路交差点を直進しようとした際、左から走行

してきた乗用車と接触したことによる損害につ

いて、相手方からの請求額の確定通知を受けて

話し合いが調い、議会の委任による専決処分を

行いました。事故に伴う町の損害賠償金額は９

万5,515円となり、全額を保険金により支払う

ものであります。 

  詳細につきましては、議会宛ての報告書に記

載しておりますので、省かせていただきますが、

今後とも車両の運行には十分な注意を払い、事

故防止に努めてまいります。 

  最後に、西和賀消防署新庁舎の竣工並びに開

所について報告します。西和賀消防署新庁舎に
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ついては、北上地区消防組合が実施主体となり、

平成30年度に造成工事に着手、令和元年、２年

の２か年で建築工事を行い、今年の７月８日に

竣工し、同日付で開所、運用開始となっており

ます。 

  この新庁舎は、西和賀消防署と湯田出張所を

１つに総合し、最新の機能的な設備と高い耐震

性を有しているほか、隣接する町立西和賀さわ

うち病院との業務連携による円滑な救急体制の

向上、町の消防防災の中枢を担う拠点施設とし

て期待されているところです。西和賀消防署新

庁舎の開所を機に、より一層の消防防災体制の

充実を図り、町民が安心して暮らせる町を目指

していきたいと考えております。 

  私から、以上行政報告５件であります。どう

ぞよろしくお願いを申し上げます。 

議長  これで諸報告を終わります。 

  続いて、日程第４、承認第１号 専決処分事

項の承認を求めることについて（令和２年度西

和賀町一般会計補正予算（第４号）について）

を議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  細井町長。 

町長  ただいま上程になりました承認第１号 

令和２年度西和賀町一般会計補正予算（第４号）

の専決処分事項の承認を求めることについて提

案理由を申し上げます。 

  この専決処分は、新型コロナウイルス感染症

対応地方創生臨時交付金事業において実施して

いる新型コロナウイルス感染症対応宿泊飲食店

等応援券発行事業による町内消費喚起支援にお

いて、多くの購入及び申込みがあったことに伴

い、委託料の追加費用が発生し、緊急を要する

ため、地方自治法第179条第１項の規定に基づ

き、令和２年７月２日に専決処分を行ったので、

同条第３項の規定により、その承認を求めるも

のであります。 

  １ページを御覧ください。第１条、歳入歳出

予算の補正については、歳入歳出予算の総額に

歳入歳出それぞれ1,668万9,000円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 77億

4,569万6,000円とするものであります。 

  初めに、歳出から説明いたします。７ページ

を御覧ください。７款１項２目商工振興費、12節

委託料の1,668万9,000円は、新型コロナウイル

ス感染症対応宿泊飲食店等応援券の追加発行に

伴い、発行業務委託料を増額するものでありま

す。 

  次に、６ページの歳入でございます。21款繰

越金、前年度繰越金1,668万9,000円の増額によ

り、財源調整するものであります。 

  以上で提案理由の説明を終わりますが、ご審

議の上、原案のとおりご承認くださいますよう

お願いいたします。 

議長  提案理由の説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。質疑を許します。 

  淀川豊君。 

１０番 おはようございます。宿泊飲食店等の応

援券発行業務ということで、増やした分の補正

ということだというふうに思いますが、一次交

付金で補正をされて予算づけをされた事業と、

これは７月２日ということで今町長からご説明

がありましたが、その後売行きといいますか、

町内で使用されている状況ですとか、その辺は

どのように捉えていますか。 

議長  観光商工課長。 

観光商工課長 それでは、私のほうからにしわが

飲食宿泊応援券の状況についてご説明いたしま

す。 

  ７月１日から発売ということで、1,500セット

の発売でしたけれども、当日の４時ほどにはも

う既に売り切れる状況になっております。そう

いったことから、早急に町民の皆様が宿泊事業

者、飲食事業者等を応援したいという気持ちが

あるということがありましたので、ぜひ我々と

いたしましても、その後追加発売をした上で、

さらに応援をしていただきたいというふうに考

えておるところでございました。 
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  翌日から予約販売を行うということで、印刷

がすぐ間に合わないといったこともございまし

たので、交換につきましては10日以降というこ

とにいたしまして、予約をさせていただきまし

た。予約状況につきましては、予約分として

2,825枚が交換発売をされております。 

  その後、７月20日からは上限セット数を２セ

ットから３セットにかさ上げをいたしまして発

売を行っておるところでございまして、これに

つきましては988セットが販売されております。

さらに、今週７月28日火曜日からは、上限数を

取り払いまして発売を行っておりまして、昨日

段階で213セットの販売が完了しております。 

  現在の残数としましては、474セット残ってい

るということになっております。 

  以上でございます。 

議長  刈田敏君。 

１番  今のことに関連して、まだ残っていると

いうことでありますけれども、この期限という

のは12月いっぱいということなのですけれども、

量的にはやっぱり消化できるというのはかなり

厳しいのではないかなというような気がします。

自分も交換したのですけれども、使う当てがあ

まりないというか、期限を延長するとか、そう

いうことはできるのですか。 

議長  観光商工課長。 

観光商工課長 期限につきましては、７月１日か

ら12月末ということになっておりますが、これ

は金券でございまして、手続上の問題もありま

して、半年間というのが基本的に定められてお

ります。これは、今まで実施してきたプレミア

ム商品券なども、基本的には半年というふうに

しているのはそういった事情でございまして、

現在のところは期間延長を考えているというこ

とではございません。 

議長  刈田敏君。 

１番  完全にこのセットを利用できるというこ

とで課としては見ているのかということです。

なかなか使用範囲が狭められているので、もう

ちょっと緩和できるような措置も必要かなとは

思うのですけれども、その辺の考え方をお願い

します。 

議長  観光商工課長。 

観光商工課長 当然買っていただいた方は、使っ

ていただけるものというふうに感じておるとこ

ろでございます。この事業を開始するに当たっ

たそもそもの理由というのは、やはり商工会で

行いましたアンケート調査の結果を見たところ、

宿泊業、飲食業を中心にサービス業の売上げ減

少が非常に厳しいといったことから、またアン

ケートの中では、業種、業態にある程度絞った

形のそういった券を発売してはいかがかという

ご提案をいただいた中で実施された事業でござ

います。そういったことで進めてまいっており

ますので、ぜひ多くの方々からさらにご声援、

応援をいただきたいというふうに感じておると

ころでございます。 

議長  ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

議長  質疑なしと認め、これで質疑を終わりま

す。 

  これから討論に入ります。討論を許します。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。 

（なしの声） 

議長  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（なしの声） 

議長  これで討論を終わります。 

  これから表決に入ります。 

  承認第１号 専決処分事項の承認を求めるこ

とについて（令和２年度西和賀町一般会計補正

予算（第４号）について）を採決します。 

  本案を原案のとおり承認することに賛成の方

は起立を願います。 

（賛成者起立） 

議長  起立全員であります。 

  したがって、本案は原案のとおり承認されま

した。 

  続いて、日程第５、議案第１号 令和２年度
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西和賀町一般会計補正予算（第５号）について

を議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  細井町長。 

町長  ただいま上程になりました議案第１号 

令和２年度西和賀町一般会計補正予算（第５号）

について提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、新型コロナウイルス感染

症拡大を防止するとともに、感染症拡大の影響

を受けている地域経済や住民生活を支援し、地

方創生を図ることを目的に創設された新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金が第

二次分として国から交付となることに伴い、関

係予算の調整をしようとするものであります。 

  １ページを御覧ください。第１条、歳入歳出

予算の補正については、歳入歳出予算の総額に

歳入歳出それぞれ２億628万5,000円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ79億

5,198万1,000円とするものであります。 

  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、第１表、歳入歳出予算補正のとおりです。 

  主な補正の内容は、商工振興費臨時事業

6,362万4,000円、防災対策事業費1,824万

7,000円、小学校費ＧＩＧＡスクール環境整備

事業1,544万9,000円、中学校費ＧＩＧＡスクー

ル環境整備事業1,333万円を増額するものです。 

  詳細については、担当課長から説明いたしま

すので、ご審議の上、原案のとおりご決定くだ

さいますようお願いいたします。 

議長  企画課長。 

企画課長 それでは、補正予算の詳細について説

明します。 

  初めに、歳出から説明いたします。７ページ

を御覧ください。２款１項６目企画費、行政情

報化推進事業171万円の増額は、ウェブ会議シ

ステム導入に要する経費として、12節委託料、

システム導入業務委託料を108万9,000円、17節

備品購入費、キャプチャーボード購入費62万

1,000円を見込むものです。 

  ふるさとを遠くで見守る応援事業、12節委託

料350万円の増額は、感染症拡大による影響で

町内産品の売上げが減少している事業者が多い

ことから、往来を自粛している首都圏等県外在

住出身者に対する町内産商品の詰め合わせ発送

を500人分追加し、町内事業者の売上げ向上と

併せて交流関係を維持するための業務について

委託しようとするものです。 

  ４項１目選挙管理委員会費、選挙管理委員会

事務費、10節需用費30万4,000円の増額は、選

挙時の投開票事務作業において感染予防を図る

ため、フェースシールドや消毒用アルコールな

どを購入しようとするものです。 

  ４款１項１目保健衛生総務費、新型コロナウ

イルス感染症対策費424万9,000円の増額は、感

染予防及び感染者が発生した際の対応用のマス

クや防護服、感染のおそれのある町民を搬送す

る車両を購入しようとするものです。並びに医

療廃棄物処理業務委託料を見込むものです。 

  ８ページをお開きください。６款１項３目農

業振興費、６次産業推進事業233万8,000円の増

額は、にしわが食材マルシェに係る野菜の集出

荷等の経費について、１節報酬、10節需用費の

合計58万1,000円、新規事業者の参入に伴う町

内産ビール消費拡大を図るための町内産ビール

消費拡大支援事業補助金として、18節負担金補

助及び交付金175万7,000円を見込むものです。 

  県産農林水産物学校給食提供緊急対策事業、

10節需用費８万8,000円の増額は、感染拡大の

影響により、売上げの減少等が生じている食肉

の販売促進を図るため、学校給食への提供を行

おうとするものです。 

  ２項２目林業振興費、林業振興事業、18節負

担金補助及び交付金938万6,000円の増額は、感

染症拡大の影響により、木材販売が低迷してい

ることから、販売可能な木材の加工生産体制強

化を図るため、木材置場舗装工事を行い、供給

体制を整備するための経費に対し、補助しよう
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とするものです。 

  ７款１項２目商工振興費、商工振興費臨時事

業、９ページになります。12節委託料509万

6,000円の増額は、町内産ビール活用誘客事業

委託料になります。町内で新たに起業する事業

者の製品を旅館、飲食店へ提供し、集客拡大と

認知度向上を図ることを目的とした業務につい

て委託しようとするものです。18節負担金補助

及び交付金、新ビジネスチャレンジ事業費補助

金1,700万円の増額は、従来の商品開発のほか

に、感染予防対策に取り組む事業者に対し、補

助金により支援しようとするものです。次に、

プレミアム商品券発行事業費補助金4,152万

8,000円の増額は、感染拡大による消費活動の

落ち込みの改善を図るため、町内の商店等で利

用できるプレミアム商品券を発行、販売する事

業に対し、補助するものです。 

  西和賀町持続化給付金給付事業、18節負担金

補助及び交付金3,708万6,000円の増額は、現在

国と連動して行っている持続化給付金事業の追

加給付並びに対象会社への救済給付を行おうと

するものです。 

  ３目観光費、観光事務費、10節需用費79万

2,000円の増額は、感染拡大による消費活動の

落ち込みの改善を図るため、町内飲食店等マッ

プに感染予防対策のポイントを加え、印刷、発

行し、町内外に配布しようとするものです。 

  観光施設維持管理運営費、17節備品購入費

253万円の増額は、不特定多数が来館する観光

交流施設での感染予防を図るため、ハンディー

サーモカメラを購入しようとするものです。 

  「にしわがの宿に泊まろう」宿泊割引事業、12節

委託料2,957万9,000円の増額は、感染拡大によ

る宿泊客落ち込みの改善を図るため、東北６県

在住者が町内旅館等を利用した際に割り引きす

る事業を実施しようとするものです。 

  ９款１項４目、防災対策事務費、10節需用費

68万9,000円の増額は、災害時の避難所の衛生

管理を図るため、消毒用アルコールや防護服等

の購入をしようとするものです。12節委託料、

避難所運営マニュアル改定業務委託料として

374万円の増額を見込んでおります。17節備品

購入費1,381万8,000円の増額は、避難所におい

て避難者の感染予防を図るため、サーマルカメ

ラ及びクイックテント等の備品を購入しようと

するものです。 

  10ページをお開きください。10款２項小学校

費、１目学校管理費、ＧＩＧＡスクール環境整

備事業1,544万9,000円の増額は、国のＧＩＧＡ

スクール構想に基づき、児童１人につき１台の

タブレット端末を配備するとともに、感染拡大

時に備え、家庭での遠隔授業を行える体制を整

備するため、ウェブカメラ等を購入するもので

す。 

  学校教育活動再開支援事業108万円の増額は、

学校活動における感染予防を図るため、フェー

スシールド等感染予防物品の購入や学習支援に

要する消耗品等を購入しようとするものです。 

  ３項中学校費、１目学校管理費、ＧＩＧＡス

クール環境整備事業1,333万円の増額は、小学

校と同様に生徒１人につき１台のタブレット端

末を配備するとともに、感染症拡大に備えた体

制を整備しようとするものです。 

  また、学校教育活動再開支援事業についても

小学校と同様の事業内容であり、132万円を増

額しようとするものです。 

  11ページになります。４項４目民俗資料館費

及び５目美術館費、10節需用費の合計15万円の

増額は、感染予防を図るため、飛沫感染防止用

アクリル板等感染予防物品の購入をしようとす

るものです。 

  ６目文化創造館費、17節備品購入費56万

1,000円の増額は、不特定多数が来館する銀河

ホールでの感染予防を図るため、ハンディーサ

ーモカメラ、ベルトパーティションを購入しよ

うとするものです。 

  ５項２目体育施設費、プール維持管理費96万

2,000円の増額は、不特定多数が来館する体育
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施設での感染予防を図るため、フェースシール

ドやハンディーサーモカメラ等を購入しようと

するものです。 

  次に、６ページの歳入になります。16款２項

１目総務費国庫補助金１億7,477万5,000円は、

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交

付金になります。 

  ５目教育費国庫補助金、１節小学校費補助金

539万3,000円及び中学校費補助金386万4,000円

は、ＧＩＧＡスクール環境整備事業及び学校教

育活動再開支援事業に対する国庫補助金になり

ます。 

  17款２項４目農林水産業費県補助金７万

1,000円は、県産農林水産物学校給食提供緊急

対策事業に対する県補助金になります。 

  19款１項１目一般寄附100万円は、匿名で１事

業所から、町の新型コロナウイルス感染症対策

に使ってほしいとの希望があったことから、寄

附として受け入れるものです。 

  21款１項１目繰越金2,118万2,000円は、補正

予算の財源として繰越金を充てるものです。 

  以上で説明を終わりますが、ご審議の上、原

案のとおりご決定くださいますようよろしくお

願いいたします。 

議長  提案理由の説明が終わりました。 

  ここで、換気のために10分ほど休憩いたしま

す。 

午前１０時３８分 休   憩 

午前１０時５０分 再   開 

議長  休憩を解き、会議を再開します。 

  これから質疑を行います。質疑を許します。 

  淀川豊君。 

１０番 質問したい項目は多数あるわけですが、

ちょっと絞って、あとは同僚議員の皆さんにお

任せをする形で質問していきたいと思います。 

  先日行われた全員協議会の資料を見ながら質

問させていただきたいと思いますが、主に私の

質問は４番の強靱な経済構造の構築という事業

についてお伺いをしたいというふうに思います。

まず初めに、行政情報化推進事業ということで、

今回庁内ウェブ会議をできる環境を整えるとい

うことの内容のようでありますが、これは例え

ば我々議会とも行政といろいろな打合せ、ある

いは会議等を持たなければならないような状況

も今後考えられるわけですが、そういったとこ

ろも含んだ事業の構想になっているのかという

ことについてお伺いをしたいというふうに思い

ます。 

  次に、18番の新ビジネスチャレンジ補助事業

ということで、全員協議会でも質問させていた

だきましたが、上限100万円の100％補助という

ことで、感染予防対策に取り組む事業者に対し

て補助をするということのようでありますが、

全員協議会でその事業者の範囲について、例え

ば福祉施設、民間医療機関等も入るのかという

ことで質問させていただきましたが、そのこと

についてはちょっと確認をしたいということで

お答えをいただいていないので、その点につい

てお伺いをしたいというふうに思います。 

  ３点目が20番のＧＩＧＡスクール環境整備事

業ということでありますが、これはちょっと確

認でありますが、当初予算の中でもこの事業が

盛り込まれて予算立てをされておりましたが、

当初予算の予算立てはネット環境を整備するだ

けの予算だったということなのか、その辺につ

いてお答えください。 

議長  総務課長。 

総務課長 私のほうから、ウェブ会議システムの

導入業務委託料の関係についてお答えいたしま

す。 

  新型コロナウイルス感染症対策として、庁議

等各種会議等における３密を回避するため、ウ

ェブ会議システムを導入する経費であります。

対応ニーズについては、庁議等の出席人数から

積算し、25人までが会議に出席できることとし

ております。 

  また、湯田庁舎、沢内庁舎、さわうち病院の

３か所にウェブ会議ができる機器等を設置し、
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インターネットを活用し、３会場をつないだ会

議開催ができるように考えております。内容は、

このような形で運用していきたいと考えており

ます。 

  現在想定しておりますのは、職員の会議とい

うことで考えておりますけれども、実際運用し

ていく上で、沢内庁舎と湯田庁舎、それぞれの

会場をつないで会議もできますので、議会議員

さん方との会議についても、運用について検討

をしていきたいと考えております。 

議長  観光商工課長。 

観光商工課長 それでは、私のほうから新ビジネ

スチャレンジ補助事業に関してご説明いたしま

す。 

  新ビジネスチャレンジ補助金の交付要綱とい

うものがございまして、これの設定につきまし

ては事業者の対象となるものは中小法人という

ことに、個人も含めてですけれども、中小企業

者ということになっておりまして、みなし大企

業でなければ対象になります。ということで、

業種業態に限らず、どういう形態であれ、法人、

もしくは個人であれば対象とするものでござい

ます。 

議長  学務課長。 

学務課長 それでは、私のほうからＧＩＧＡスク

ール環境整備事業に関わって、前回補正予算計

上しておりますネットワーク環境整備事業につ

いてお答えしたいと思います。 

  前回、３月補正になりますけれども、学校の

ネットワーク環境の整備、高速ネットワークの

アクセスポイント整備の分とタブレットの充電

保管庫の予算を３月補正で計上して繰り越しを

しているということで、そちらのほうを先に進

めているという状況です。今回は、タブレット

端末の購入に係る予算計上ということになりま

す。 

議長  淀川豊君。 

１０番 まず、行政情報化推進事業についてであ

りますが、そうすると沢内庁舎では、例えば固

定のパソコンでウェブ会議をするような形にな

るということなのか。例えばタブレット端末で

あるとか、そういったところの考え方はどうな

のかということが１点。 

  新ビジネスチャレンジ補助事業の感染予防に

対する補助についてでありますが、中小法人で

あればということでありますが、これは上限100万

円の100％補助、100万円かかるかどうかは分か

りませんが、1,700万円の予算額ということで

ありますが、新ビジネスの分と感染予防対策の

補助金という２本立ての事業になるかと思いま

すが、1,700万円の内訳についてはどういう積

算しているのかということ。 

  ＧＩＧＡスクールについては、今回タブレッ

トとウェブカメラも購入するということであり

ますが、そうするとリモート授業ができるよう

になる時期というのは、いつ頃を考えているの

か、その点についてお伺いしたいと思います。 

議長  総務課長。 

総務課長 私のほうから、ウェブ会議の関係につ

いてお答えいたします。 

  端末等については、先ほど申し上げたとおり、

職員間の会議を想定しておりますので、職員が

持っているパソコンを使用するというふうな考

え方でおります。 

  ただ、例えばですけれども、沢内庁舎の会議

室に43型のワイド液晶ディスプレー３か所に置

きますけれども、そのディスプレーを見ながら

会議に参加すると。パソコンは持っていなくて

も、会議室にそのディスプレーを置くことで、

実際に会議に参加している方々を見ながら話と

かもできますので、そういうふうな会議開催で

あれば職員以外の方でも対応できるというふう

に考えております。 

  タブレット等までは、現在は想定しておりま

せん。 

  以上です。 

議長  観光商工課長。 

観光商工課長 それでは、私のほうからもう少し
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詳しくお話をさせていただきます。少し分かり

づらいのかなというような感じも受けましたの

で。 

  まず、補助対象者に関しましては、改めまし

てですけれども、町内に事業所を有して事業活

動を行っている常時使用する従業員の数が100人

以下の中小企業者、中小企業団体であるとか個

人事業者、もしくは町内で新事業を創出しよう

とする同じく100人以下の中小企業者や個人事

業者ということになっており、その形態、株式

会社であるとか、何々法人、社団法人であると

かという定めは、基本的にはありません。 

  この新ビジネスチャレンジ事業につきまして

は、既に補助要綱というものは過年度において

もある事業でございまして、これを一部改正し

ながら、今回の新型コロナウイルス感染症予防

対策事業にも取り組んでいただけるようにしよ

うとしたものでございます。 

  対象事業といたしましては、４つございます。

３つから４つにさせていただきました。研究開

発事業としましては、新商品や新製品など、新

しいビジネスモデル開発を行う事業として、こ

れは上限額100万円でございます。販売促進事

業としましては、これは商品のパンフレットを

つくるですとか、マーケティング調査をすると

か、あとは展示会等への参加などにも使える経

費でございまして、上限額が50万円でございま

す。そして、知的財産権の取得事業としては、

上限額25万円としておりまして、特許であると

か実用新案であるとか、そういった申請に係る

経費等も使えると。今回目玉として考えており

ましたのは、新型コロナウイルスの感染症予防

対策事業として様々な取組が期待されますが、

これは上限額200万円としまして、様々な業種、

業態の中で活用していただきたいというふうに

考えているところでございます。 

  予算の積算につきましては、現在想定してお

りますのは、研究開発事業としては２者程度、

200万円でございます。販売促進事業としては

３者、150万円程度、知的財産権の取得事業と

しては２者、50万円、感染症予防対策事業とし

ては８者、1,600万円。これは、ただそのとお

りということではなくて、予算の中でこの事業

の上限が来たから終わりということではありま

せんので、あくまで申請を受ける際に様々な相

談を受けまして、申請を受け、審査を行い、決

定をしていく中で、あくまで上限でございます

ので、そこまで行かない場合も多数出てくるの

かと思います。200万円の上限ではございます

けれども、様々な業種、業態の方々に取り組ん

でいただきたいというふうに考えておるところ

でございます。 

議長  学務課長。 

学務課長 ＧＩＧＡスクール構想に関わって、リ

モート授業ができる時期ということであります

けれども、このタブレット端末の購入につきま

しては、全国一斉に進むということもありまし

て、タブレット自体の生産がかなり追いつかな

い状況にあると思います。今現在ではっきりい

つとは申し上げられませんけれども、本来この

事業は９月補正で予定していましたけれども、

７月臨時議会、今回計上していただけるという

ことで、事業実施早めて実施できることになり

ますので、学務課としても早めに実施できるよ

う、まず努力していきたいと考えているところ

です。 

議長  淀川豊君。 

１０番 新ビジネスの補助事業について、この点

は個人的にもぜひ行政でも力を入れて感染予防

を徹底していただきたいなという意味合いで質

問をしますが、ちょっと具体的に質問をします

が、例えば町内の飲食店で感染予防のために仕

切りをつけたいだとか、例えば窓が少ないので、

空気清浄機を導入したいということについて補

助が出るのか、その点と、これまで感染予防を

してきた事業者もたくさんいるかと思いますが、

遡ってその補助もいただけるのか、その点につ

いてお伺いしたいと思います。 
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議長  観光商工課長。 

観光商工課長 補助対象経費の中身ということに

なろうかと思います。基本的に使えないものと

して考えておりますのは、不動産であるとか、

車両であるとかに関する経費や、税金関係の公

的な資金であるとか、社会通念上不適切と思わ

れる経費以外は、ほぼ対象になります。当然備

品もなりますので。町といたしましては、この

新ビジネスチャレンジ事業を今日ご決定いただ

ければ、８月の広報でまた詳細を皆様にお知ら

せしたいというふうに考えておるところでござ

いますが、各団体において様々なガイドライン

が示されておりますので、それに取り組む形を

ぜひ取っていただきたいというふうに考えてお

ります。 

  ましてＧｏＴｏキャンペーンも始まっており

ますし、それには適正に対応する事業者でなけ

れば登録すらできないことになっておりますか

ら、せっかくの機会ですので、こういった事業

を使っていただいて、実施していただければと

いうふうに思います。 

  ただ、200万円で足りないようなこともあろう

かと思います。岩手県では同様の事業がありま

して、３分の２、たしか上限200万円までの事

業がございますので、まず町は100％補助です

から、それを使っていただきながら、足りない

部分はそういったもの使っていただきたいとい

うふうにも思いますし、当然相談にも乗りたい

と思います。 

  また、商工会経由で消耗品関係や単発的なア

クリル板等につきましても10万円の補助が出る

ようでございますので、そういった相談窓口も

商工会のほうには設けているというふうに聞い

ておりますから、どちらでも結構ですので、相

談に乗っていただければというふうに思います。 

  それから、遡及事業に関して対象になるかと

いうことでございます。これは、あくまで町の

事業は審査を経て決定されての執行になります

ので、そういったことにはならないということ

になります。 

議長  淀川豊君。 

１０番 ３回を過ぎて申し訳ありませんが、最後

にちょっと新型コロナウイルス感染症の関連と

いうことで町長にお聞きしたいというふうに思

いますが、議会から５分野15項目について要望

書を提出させていただいております。その中で、

今日回答書ということで書面で各議員に配られ、

目を通しておりますが、その中で半分ぐらいと

いうか、検討していきたいということの回答を

いただいておりますが、今後検討して、いつ頃

にそういう結果というか、実施をするのかしな

いのか、そういったところはいつまで検討しな

がら実施をしていくおつもりなのか、その辺の

めどがあればお伺いしたいというふうに思いま

すが。 

議長  細井町長。 

町長  議会のほうからも、コロナ対策について

いろんな御意見いただいておりますので、それ

を受けて、できるだけお応えできるように頑張

っていきたいなというふうに思っています。 

  あとまた、具体的な提案等があれば、担当課

とも情報交換しながら、実現に向けて相談して

いただくことも結構かなというふうに思います。 

  今回二次補正ということで、現段階で考えら

れることを提案したわけでございます。二次補

正については、また今後９月定例会についても

追加で事業提案が出ていきますので、その後三

次もあるのではないか、確定していませんので、

取りあえず二次補正の段階で整理したり、ある

いは今のいろんな政策が今年いっぱいとか、来

年の２月までというような対策を講じておりま

すので、総括はできれば一旦、途中にはなるか

と思いますけれども、今年度中にはきちっとや

りたいと思いますし、政府の予算、二次、三次

補正があれば、その都度、その段階において成

果なりについての報告はさせていただきたいな

と思っております。 

議長  髙橋宏君。 
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８番  今回の臨時議会、臨時ということもあっ

てかとは思いますけれども、２日前に全員協議

会で大枠の事業費の説明があり、今朝この詳し

い数字を見たため、ちょっと分からない点が多

いので、質問事項が多くなりますけれども、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

  初めに、８ページのにしわが食材マルシェの

関係だと思うのですけれども、一次補正で300万

円ほどでスタートした事業だと思います。７月

19日から。現時点、まだ日は浅いのですけれど

も、売上げ、農家にどの程度還元できて、どの

ような見通しであるかという現時点で分かる点

を教えていただきたいと思います。 

  ９ページの西和賀町持続化給付金事業、これ

も一次補正で1,800万円ほどあったと思うので

すけれども、この前お聞きしたときにも国の持

続化給付金の対象外の事業所という話だったの

ですけれども、一次でも何事業所かあったと思

います。同じ事業所にさらに給付金を給付する

ということなのかという点。 

  あとは、これは観光商工課の印刷製本という

ことなのですけれども、この前の全員協議会で

は、飲食店等のマップに感染予防の注意書きを

加えたものを発行するということで、私のイメ

ージではチラシというようなイメージだったの

ですけれども、ここでは製本で79万円と。チラ

シに79万円もかかるのかなと思ったので、この

詳しい内容について教えていただきたいと思い

ます。 

  また、サーマルカメラという項目が４項目ほ

どあります。このカメラ、銀河ホールとプール

には25万3,000円で、観光施設のほうは250万円

とか、あとは防災のためにも280万円というこ

とで金額が大きくなっていますので、これは台

数が増えたということなのか、性能のいいもの

を購入するということなのか。 

  観光施設について、私の考えですけれども、

先ほど同僚議員からもあったように、いろいろ

議会としても要望を取ったのですけれども、そ

の中にこういうサーマルカメラというのは、私

は見ておりません。いろいろ観光、その他で来

場者が減っているというのは分かるのですけれ

ども、感染予防対策を強化して観光客等を呼び

込むという趣旨は分かるのですけれども、カメ

ラを設置したから、では人はいっぱい来るのか

というと、私はそういうものではないのではな

いかなと思いまして、このカメラについて中身

を知りたいと思います。 

  あわせて、先ほど言いましたように、文化創

造館、銀河ホールについては、今年度そもそも

在り方について検討するという状況にあって、

カメラを設置するのが先なのか、別のことを検

討するほうが先ではないのかなという、その辺

のこと。 

  あとは、体育施設ということで、プールにだ

けなぜカメラが入るのか。体育施設はほかにも

あると思うのですけれども、なぜプールにだけ

このサーマルカメラを導入ということになって

いるのか、この点についてお伺いいたします。 

議長  ６次産業推進監。 

６次産業推進監 それでは、私のほうから最初に

６次産業推進事業、そのうちのにしわが食材マ

ルシェに関するご質問についてお答えをしたい

と思います。 

  まず、全体の実績というふうな話の前に、簡

単ににしわが食材マルシェの仕組みということ

でお話をしたいと思います。このにしわが食材

マルシェでございますけれども、各参加農家か

ら朝取り野菜を集めるということなのですけれ

ども、これを行政のほうが集めて小売店のほう

に運ぶと。そして、小売店がこれを全量買取り

して、袋詰めをして値段をつけた上で、特設コ

ーナーで販売をするというふうな仕組みになっ

てございます。月曜日から翌日曜日までの１週

間で実績を締めて、そして小売店のほうから参

加農家のほうに対して代金を支払うといった仕

組みで進めているということでございます。 

  それを踏まえてということでございますけれ
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ども、まず登録の農家数、７月26日現在という

ことでございますけれども、出入りがあります

ので、26日現在ということでございますけれど

も、個人農家は22戸、そして法人が１法人とい

うことで、23の農家が参加をされているといっ

た状況でございます。 

  そして、出荷の実績ということでございます

けれども、まず７月17日から始まっております

ので、そこから19日までの分ということでござ

いますけれども、出荷農家数が８戸、そして支

払い金額の合計が２万2,075円というのが17日

から19日の分でございます。そして、２回目の

締めということで、７月20日から26日の分でご

ざいますけれども、出荷の農家数が14戸、支払

い金額の合計が８万4,082円ということとなり

ます。７月17日から26日までの10日間、支払金

額の合計ということでございますけれども、10万

6,157円というのが実績ということとなってご

ざいます。 

  ちなみにということなのですけれども、出荷

された作目名ということで若干ご紹介をしたい

と思いますけれども、夏野菜を中心として22の

種類、これが出荷をされているということで、

私もやってみて意外だったのですけれども、た

くさんの種類がこの10日間においても出荷をさ

れているということでございます。 

  それで、今回ご質問にもありました６月補正

で野菜マルシェに係る費用というものをお願い

してお認めいただいたわけですけれども、７月

にまた追加の費用ということでお願いを申し上

げているわけなのですけれども、この事情とい

うものについて簡単にお話をしたいと思います。

実際に参加農家の方のお宅を訪ねて、どれくら

いの時間がかかるかということで、うちの職員

と実際に歩いてみた結果なのですけれども、１

つのルートで全ての農家をカバーするとなると、

非常に時間がかかって、小売店の開店時間に間

に合わないということで、２つのルートに分け

る必要があったということでございます。当初

１つのルートで間に合うのかなということで考

えていたのですけれども、２つのルートに分け

なければいけないと。それに伴って、ガソリン

代ですとか、車両の借り上げですとか、そうい

ったものを余分にやらなければいけないという

ことが分かりました。 

  加えてということなのですけれども、消耗品

のところに34万6,000円ということであるわけ

ですけれども、今後実際に自分も出荷をしてい

きたいといった農家が増えるといった声という

ものがありまして、そういった方のためにコン

テナ、これをまた追加で用意する必要があると

いうことでございますし、また出荷伝票関係も

必要だということで、増額をお願いしたという

ことでございます。 

  加えてということですけれども、地域おこし

協力隊の方に集荷のお願いをしているわけなの

ですけれども、その方々に対する時間外の割増

報酬、これを措置する必要があったということ

で、７月補正でということでございますけれど

も、お願いをしたといった事情がございます。 

  ちょっと長くなりましたが、以上でございま

す。 

議長  観光商工課長。 

観光商工課長 それでは、私のほうからはご質問

３点ほどあったと思いますので、それに対して

お答えしたいというふうに思います。 

  ご質問の概要につきましては、持続化給付金

の今回拡大、拡充した内容についてどうかとい

うことと、それから印刷製本費はチラシ程度に

対しての予算額というのはどういったことなの

かということ、それからサーマルカメラについ

ては、それ自体が誘客活動にはつながらないの

ではないかという、要旨としてはそういったと

ころだというふうに感じます。それに対してお

答えをしていきます。多少ちょっと長くなるか

もしれません。申し訳ありません。 

  持続化給付金につきましては、既に国の第一

次補正において予算をお認めいただいて、実際
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に実施しているところでございます。内容につ

きましては、中小法人上限額30万円、個人20万

円といったことで、国は同じく中小法人には

200万円と個人には100万円という持続化給付金

を進めておりまして、今回積算し、想定した内

容というのは、商工会さんが実施していただい

たアンケート調査によって、減収率といったも

のを加味しまして予算化をし、進めておりまし

た。当然国の補正予算、交付金の上限額という

のがございますので、その中での取組でござい

ましたが、実際受付をしている状況でございま

すが、現在の状況というのは、これは７月22日

の段階でございますけれども、法人、個人合わ

せて62件の申請があります。うち、飲食店等、

あとは宿泊業もそれぞれ14件ずつありまして、

23％ずつ、合わせて46％程度の申請がある状況

で、さらに法人はその内訳のうち、３分の１程

度、全体の３分の１程度、62件の３分の１程度、

個人は３分の２程度という状況でございます。 

  個人のほうが比較的多い状況でございますけ

れども、そのうちどうしても飲食店と宿泊業の

申請者が多い状況で、その中身というのはやは

り対象となる今年の売上げが減少している月と、

それの前年同月の売上げの減少幅というのが額

として初めて分かってきております。個人事業

者の飲食業においては、平均的な金額で申し訳

ありませんけれども、１年間として見た場合に

は減収額が176万円ほどになるという想定が出

ました。実際には、３月、４月、５月という３

か月が一番大きな時期であろうというふうに考

えておりますので、これを３分の１程度と見て

も44万円ほどの減収が既に出ているというふう

に感じております。 

  また、個人事業者、宿泊業については、さら

に状況が悪化しているのが明らかになってきて

おりまして、１年間で見ても平均1,300万円、

影響額としては３か月程度を見てもやはり300万

円を超えているような状況でございます。これ

は、国の持続化給付金や町の給付金を支払った

後の額でございますので、この状況のままであ

れば、やはり事業の継続は非常に厳しい状況で

あろうというふうに感じておりました。 

  そういった中で、飲食宿泊応援券による応援

をすることや、持続化給付金の中ではさらに金

額を上乗せした上で支えていきたいというふう

に判断をしたところでございます。 

  今回中小法人につきましては30万円を90万円

に、個人事業者は20万円を60万円に、それぞれ

３倍に引き上げまして、既にいただいている申

請の内容で上限をクリアしていれば、請求書は

いただきますけれども、簡素な形で、簡易な形

で支給できるものというふうに考えております。 

  また、申請した月以降にさらに売上げが落ち

ている月がある場合にあっても、申請を受け付

けられるような形を取ろうというふうに考えて

おるところでございます。 

  持続化給付金については以上でございます。 

  続きまして、印刷製本費でございますが、こ

れはチラシということではなくて、現在グルメ

マップといったものを町では配架しております。

長ひょろい持ち運びできるようなタイプのもの

でございまして、単価としてはたしか60円ぐら

いしたはずでございます。これにつきまして、

飲食店を利用される方々が見るものになります

ので、町としましては感染症対策に取り組んで

いただいている状況を観光協会からお聞きして

おりますので、ぜひ継続的にビジネスチャレン

ジ事業なども使っていただいた上で、安全、安

心をしっかり伝えてまいりたいというふうに考

えておるところでございます。 

  それから、最後になります。サーマルカメラ

についてということでございます。サーマルカ

メラにつきましては、当課で検討しておるのは

各温泉施設と、あと観光案内所でございます。

10か所程度でございます。多くの方々が、不特

定多数の方々がいらっしゃるわけで、一人一人

に体温を測ってということではなくて、簡易型

のカメラでございますので、受付の範囲が狭い
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ものですから、簡易型のもので大丈夫であろう

というお話を各施設とさせていただいた上で、

設置をさせていただきたいというふうに考えて

おりまして、ちょっと体温が高いような可能性

がある方については、改めて体温計等で測らせ

ていただきたいというふうに思っております。

10か所程度ということですので、単価的には二

十数万円程度を考えておるところでございまし

た。 

  以上でございます。 

議長  生涯学習課長。 

生涯学習課長 社会教育施設のサーマルカメラの

関係ですけれども、銀河ホールに１台、プール

に１台という形で、１つは銀河ホールの在り方

を検討している中で、こちらの検討のほうが先

ではないかということですけれども、銀河ホー

ルも休館中ではなくて、貸し館の事業などもあ

りますので、そういった来客の対応のための安

全対策という部分でサーマルカメラを導入した

いということになります。銀河ホールのほうに

ついては、来場者数も多数でありますので、そ

ういったハンディー型のサーマルカメラを設置

したいというふうに考えております。 

  体育施設についてですけれども、全体育施設

には非接触型の体温計を整備しております。な

ぜプールだけかというのですけれども、プール

のほうでは大会等もあって、一度に多数が訪れ

るという部分もありますので、スピーディーに

計測ができるハンディー型のサーマルカメラを

置くところです。ハンディータイプですので、

ほかの施設、銀河ホールについてもですけれど

も、毎日事業があるわけではないですので、例

えば錦秋湖グラウンドの野球の大会等のほうに

も移動して使えるというような形を考えており

ますので、プールについても、基本プールには

置きますけれども、ほかの施設等で大会等があ

って大人数が集まるような場合は、そちらのほ

うに移動して使えるようなことを考えて、今回

サーマルカメラを整備するということにしたと

いうところです。 

議長  総務課長。 

総務課長 私のほうからは、９款１項４目の防災

対策事業費のサーマルカメラについてお答えし

たいと思います。 

  今回備品購入費として、ドーム型サーマルカ

メラとサーマルカメラの購入を予算計上してお

ります。これは、どちらも避難所で避難者を受

け付けする際に体温等を確認するための機械で

あります。 

  ドーム型サーマルカメラについては、これは

多数の人数、最大20人の体温を測定できるとい

うことで、壁や天井等に据え付けて使用するも

のであります。これについては、体育施設、体

育館、湯田トレセンとか、沢内トレセンを避難

所として使用する場合、３施設を想定して、３

台で268万3,000円という金額となっております。 

  続いて、サーマルカメラのほうですけれども、

これについては地区公民館等の避難所を想定し

て、これについては10施設分を想定しておりま

すので、これについても避難者を受け付けする

際に体温等を測定する機器となっております。 

  以上です。 

議長  髙橋宏君。 

８番  ありがとうございました。にしわが食材

マルシェについてなのですけれども、ルート２

つだったからという話だったのですけれども、

西和賀町東西に50キロ、最初から２ルートを想

定していなかったのかというような思いがあり

ますし、10日で10万円、農家にどれだけ還元さ

れているのか、もともとお分かりと思うのです

けれども、西和賀町、野菜農家というのはあま

り大きなところはありません。六次といっても、

やはり一次農家の所得アップにつながるという

のが一番大きな要点だと思いますし、一方農協

でも野菜出荷をしていると、産直でもあると、

そういう中でこのマルシェについてどのような

形で生き残りを図っていくといいますか、今年

度は行政が運送を賄うということだったのです
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けれども、先ほど聞いた売上げで本当に、例え

ば来年度以降運送費を取ってでもできるという

ふうなお考えなのかということが１点です。 

  あと、持続化給付金についてはいろいろ追加

の分説明いただきましたけれども、私としては

対象外の事業者が、前回もあったのですけれど

も、今回も同じ事業者にそういう給付があるの

かという趣旨でしたので、その点をお聞きした

いと思います。 

  カメラについては、合計でかなりの台数が入

るということなのですけれども、総務課長の説

明でドーム型のカメラなどは20人を一度にとい

うことですので、災害時のために設備するとい

うのは分かるのですけれども、ふだんこれだけ

高価なものを使わないでおく手はないのではな

いかと。ふだん、例えば両庁舎とかも町外、県

外の方の訪問も多数あると思いますし、せっか

くそろえるのであれば、有効活用ということも

考えながらやっていくべきではないかというふ

うに思います。 

  あと、災害時の対応ということでは、よく言

われるのが災害時トイレについて、特に女子ト

イレなどがいろいろ問題があるといいますか、

整備するべきというような話があります。なか

なか行政区で整備するのは大変だと思うのです

けれども、この際そういう災害時に移動式のト

イレを広域行政で準備するというようなお考え

はないのかについてお伺いいたします。 

議長  ６次産業推進監。 

６次産業推進監 それでは、にしわが食材マルシ

ェについてご質問にお答えをしたいと思います。 

  まず、１点目ということでございましたけれ

ども、当初からルートを２つに想定しなかった

のかということでございましたけれども、参加

農家数を少なく考えていて、ちょっと長いので

すけれども、１人でできるのかなと、１つのル

ートでできるのかなという、ちょっと想定が甘

かったなという反省はあるのですけれども、そ

ういったことで考えておりましたので、実際に

参加者を募ってお宅を確かめていったところ、

やはり１本のルートでは難しいなということが

分かったので、２つに分けたといった事情があ

ります。この点については、ちょっと反省をし

てございます。 

  それから、２つ目です。どのような形で今後

生き残りを図るのかといったことでございます

けれども、６月補正をお願いした段階でもお話

をしていましたけれども、今回は７月17日から

９月13日までの２か月間、社会実験として行い

ますということ話をしておりました。その前に、

この事業を実施するに当たって、様々な方から

アンケートをしたり、調査をしたりということ

があったわけなのですけれども、実際何が大変

かということですけれども、自分で売場に持っ

ていく、これが非常に大変だといったお声があ

りました。 

  それを受けて、では行政が持っていくことを

すればどうかということで、先ほど申し上げた

フレームで事業を進めているということでござ

いますけれども、実際産直ですとか農協の状況

を考えていって、どういうふうに生き残るかと

いうことはあるわけですけれども、産直のほう

も調査をさせていただきましたけれども、野菜

をほとんど、ゼロではないのですけれども、売

っている量が極めて少ないと。ですので、産直

に行って新鮮な野菜を手に入れるということが

難しいよといった声がありました。 

  加えてですけれども、農協のほうはある程度

の量、ロットが作れるものでないと扱わないと

いうことがあって、特定の農産物のみを扱うと

いうことで、そのような状況を考えていくと、

旅館ですとか飲食店、あるいは一般の消費者が

町内の野菜を手に入れる機会がほとんどないと

いうふうなことがあって、そういったことでや

はり消費者が町内産野菜をきちんと手に入れる

場所、機会、そういったものが必要だといった

ことが挙げられるかと思います。 

  そういった点で、輸送コストの問題ですとか、
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様々手数料的な部分があるのですけれども、そ

ういったところがクリアできれば、この事業は

十分に生き残っていくという言い方はあれかど

うかですけれども、継続する可能性はあるので

はないかというふうに思っております。 

  単純に売上げがどうだという、非常に小さい

額ではあるのですけれども、やはり今回の事業

で大事なのは、単に売上げがどうだとかいうこ

とだけではなくて、小売ですとか、生産者です

とか、あるいは行政、そのコミュニケーション

を大事にしていきたいなというふうに考えてご

ざいます。単純に金額が安いですとか、量が少

ないということだけではなくて、どういった点

を改善すればこの事業というのは継続できるの

かということを十分に反省といいますか、話合

いをしながら進めていきたいと。当然この事業

が終わったら、総括というものもやりますけれ

ども、狙っているところは単純に２か月やって

終わりということではなくて、やはり継続でき

る形にしたいと。できれば通年継続できるよう

な形に持っていきたいというのが最終的な狙い

なのですけれども、そこに行くまで十分に反省

会ですとかコミュニケーション、総括をしなが

ら進めていきたいと、これもにしわが食材マル

シェの大きな事業の目的というふうになってご

ざいます。 

  以上でございます。 

議長  観光商工課長。 

観光商工課長 持続化給付金の件についてでござ

います。漏れておりました。大変申し訳ありま

せん。 

  西和賀町版持続化給付金につきましては、従

来と同じく30％以上の前年同月比の減少がある

方を対象として支給するものに変わりはござい

ません。 

議長  総務課長。 

総務課長 カメラの有効活用という部分について

お答えいたします。 

  先ほど議員さんが言われたように、避難所用

のカメラということで、災害等がない場合は、

特に使われないというふうなことも当然想定さ

れております。その点については、有効的に運

用できるように検討を進めていきたいと思って

おります。 

  あと、トイレの関係についてです。今回の予

算とは別に、５か年計画で簡易トイレを災害備

蓄しております。まずは、そちらのほうでトイ

レについては対応していきたいというふうに考

えております。 

  以上です。 

議長  髙橋宏君。 

８番  にしわが食材マルシェにつきましては、

今言われたように持続するのは、この地域、大

きな野菜農家というのがもともと少ないので、

もともとロットとして多く集まらないのは予想

できたことだと思いますし、それを持続するに

はかなり難しいハードルがあるのではないかな

と思いますし、持続していく場合、今は農薬の

問題とか、家庭で作っているものの余ったもの

というような発想もあるようですけれども、実

際小売に出す場合は農薬の問題等のこともクリ

アしていかなければいけないという課題が多い

と思いますので、発想はいいのですけれども、

持続するためのハードルを１つずつクリアして

いただきたいなと思います。 

  持続化給付金、全員協議会のときにもお聞き

したのですけれども、国の対象外というのは、

第三セクターとかそういう事業所だということ

で、そこに一次もあったのですけれども、二次

も同じように救済金を出すのかという点だった

ので、その点をちょっと聞きたかったのですけ

れども、これとは別ということですか。その点、

ちょっとお聞きしたいです。 

議長  観光商工課長。 

観光商工課長 質問ありがとうございます。持続

化給付金につきましても、業種業態といましょ

うか、医療法人であれ、ＮＰＯ法人であれ、申

請できることになっております。これは国と同
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じでございますので。 

  ただ、第三セクターに関しましては、町の出

資がございますので、それに対してはこの持続

化給付金の対象とはしていないということでご

ざいます。ただ、自主事業をされている場合も

ございますので、中身については若干検討させ

ていただくこともあろうかとは思いますけれど

も、基本的には今のところ申請もありませんし、

そのような状況にはないということです。 

議長  質疑の途中ではありますけれども、約１

時間たちましたので、ここでまた換気のために

11時50分まで休憩いたします。 

午前１１時３８分 休   憩 

午前１１時５０分 再   開 

議長  休憩を解き、会議を再開いたします。 

  質疑を許します。 

  髙橋輝彦君。 

６番  時間がないようですので、再質問はしま

せんので、できるだけ新聞報道のように詳しく

お話しいただきたいと思います。５件ございま

す。 

  初めに、７ページ、新型コロナウイルス感染

対策ということで、健康福祉課の事業ですけれ

ども、こちら町民を搬送する車両等を購入する

ということでありますが、この車両は福祉車両

とか、そういうことではないのかどうか。そし

て、運用方法をお聞きします。 

  次に、８ページの６次産業推進事業の中で、

私は新規事業者ということでヘリオス酒造さん

の消費拡大を図るのだという農業振興課さんと、

あとその下のほうの観光商工課さんがやろうと

されております新ビジネスチャレンジ事業、や

はりこちらもヘリオス酒造さんについてだと思

われますけれども、それぞれ別の課でやられる

ということなのですけれども、それぞれの詳細

をお聞きします。 

  ９ページの「にしわがの宿に泊まろう」宿泊

割引事業であります。こちらの詳細をお聞きし

ます。お願いします。 

議長  健康福祉課長。 

健康福祉課長 それでは、私のほうから４款の衛

生費、17節備品購入費の飛沫循環抑制車につい

てご質問にお答えしたいと思います。 

  車両につきましては、福祉車両かということ

と、それからあと運用方法についてというご質

問だったと思います。車両につきましては、福

祉車両ではなくて、運転席と、それから助手席

がある車両の前方スペースと、それからあと後

部座席のある車両の後方スペースの間に壁をつ

くりまして、前方スペースの圧力は上げると、

そして後方の圧力を上げないということで、後

方の空気が前方のほうに行かないというふうに

コントロールをした車両ということで、その車

両にそちらの機械を、圧力をコントロールする

機械をつけた形のタイプに加工してというか、

架装して、飛沫循環抑制車両というのを購入し

たいと考えております。 

  もう一つの運用方法につきましては、今現在

で考えているところは、感染者のさらなる拡大

を予防するという観点で考えておりまして、ま

ず運転する方に感染がさらに拡大しないために

ということで、貸出しを今のところ現在検討し

ているところです。 

  以上です。 

議長  ６次産業推進監。 

６次産業推進監 それでは、私のほうから２つ目

の質問でございます町内産ビール消費拡大支援

事業補助金のご質問のほうにお答えをしたいと

思います。 

  これは、先ほどご指摘にもありましたけれど

も、沖縄県のヘリオス酒造株式会社が銀河高原

ビールの施設設備を取得し、この令和２年８月

から本格操業をするということでございますけ

れども、せっかく地元に来ていただいたという

ことでございますけれども、まだ町民の方々に

対するＰＲといいますか、浸透が足りないとい

う部分がありますので、それをお伝えしたいと

いうことと併せてですけれども、六次産業とし
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て平成30年に乾杯条例推進事業というものをや

りましたけれども、この流れでやはり町内で生

産される農産物だけではなくて、加工品を含め

て町内で消費、流通をさせたいと、そういった

目的、２つの目的を持って町民の皆様に全世帯

に対してヘリオス酒造さんがつくられたビール

を配布したいということで考えたものでござい

ます。 

  事業主体はヘリオス酒造株式会社ということ

でございまして、そこが実施する事業の経費の

一部に対して助成をするということで、補助金

ということで置かせていただいたということで

ございます。 

  以上でございます。 

議長  観光商工課長。 

観光商工課長 それでは、私のほうから２点につ

いてお答えをさせていただきます。 

  町内産ビールの活用誘客事業でございますが、

これは新ビジネスチャレンジではなくて、誘客

事業、ビール等事業ということで、別になって

おります。 

  実施目的といたしましては、新型コロナウイ

ルス感染症の影響の大きい宿泊、飲食業への集

客拡大を図るため、ユキノチカラビールを発売

されるということでございますので、町内の宿

泊施設であるとか、飲食店において提供するこ

とで、さらに認知度向上を図りながら地元企業

の定着を図ってまいりたいというふうに考えて

おり、その下支えを行うものでございます。 

  詳細の内容につきましては、８月に製品が発

売されるというお話を聞いておりますので、そ

れに合わせる形で、全数というわけにはいかな

いのかもしれませんけれども、町内で希望され

る飲食店と宿泊業者の方々、特にアルコールを

提供される方々に希望を募りまして、実施して

いただける方々に町が委託料を同社にお支払い

する形で同社から発送していただいて、様々な

活用策の中で使っていただければというふうに

考えております。 

  具体的には、宿泊される方々に対する提供で

あるとか、幾ら以上お使いの方々に対して提供

させていただくということもございますけれど

も、一番には乾杯条例がございますので、ぜひ

そういった分野において、宴会等においても乾

杯酒として使っていただければというふうに考

えておるところでございます。 

  それから、「にしわがの宿に泊まろう」キャン

ペーンの事業でございます。これにつきまして

は、現在各県内の市町村においても様々な取組

がなされておりますけれども、おおむね７月、

８月、９月ぐらいで終わる予定でございますが、

本町の場合は冬期間の観光客の誘客が非常に重

要なところというふうに考えておりまして、Ｇ

ｏＴｏトラベルキャンペーンに呼応する形を取

りまして、10月１日からの予定で、現在の予定

でございますけれども、東北６県の方々を対象

に10月１日開始で、宿泊される方々のお一人当

たり4,000円を割り引きたいというふうに考え

ております。 

  これは、ＧｏＴｏキャンペーンもありますの

で、ＧｏＴｏトラベルでは宿泊料は大体35％ほ

ど割り引かれるということでございますし、町

はさらに4,000円の補助をつけたいというふう

に考えており、町民であればさらに飲食宿泊応

援券もありますので、かなりお安く泊まってい

ただけることというふうに考えておりますので、

ぜひ町民も含めて大きな皆さんのお力をお借り

しながら、産業の下支えを一緒になってやって

いただければなというふうに考えております。 

  なお、新型コロナウイルス感染症の状況に応

じましては、東北６県を対象としておりますけ

れども、10月１日ですので、それまでの間、状

況を見ながら判断をさせていただきたいという

ふうに考えておるところでございます。 

議長  髙橋和子君。 

４番  私も再質問しないようにと思います。同

僚議員が聞いたので、聞く項目減りましたので。 

  ８ページ、先ほど同僚議員がお伺いした飛沫
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循環抑制車のご説明聞いていたときに、貸出し

をするというお話もありましたが、そこら辺、

もうちょっと詳しくお伺いしたいと思います。 

  それから、もう一つは、同じページの林業振

興費のご説明された中で、木材加工、生産した

ものの置場の補助だというご説明がありました

が、これをもう少し具体的に、どこにどういう

ものができて、永久というか、長いこと使える

ものなのか、どういうものなのか、その辺を再

質問しなくてもいいようにご説明をお願いしま

す。 

  以上です。 

議長  健康福祉課長。 

健康福祉課長 ８ページにあります飛沫循環抑制

車の貸出しについて、まずちょっと詳しくご説

明をということでしたけれども、今現在想定し

ているものにつきまして、貸出しにつきまして

は、個人、または施設等の方に貸出し、車両を

前日までに予約を受け付けして、貸出しをして

消毒ということもありますので、まず１日１人

のような形のイメージで今貸出しを検討してお

ります。 

  どうしてもこちらの西和賀町から、今検査で

きるのは北上方面ということになりますし、検

査をして結果が出るまで４時間というパターン

もありますし、北上にあるＰＣＲ検査センター

ですと、結果待たずに帰ってくるというだけの

往復になるのですけれども、そのような形で時

間もその検査場所によって異なりますので、１

日１人の予定で考えております。 

  以上です。 

議長  林業振興課長。 

林業振興課長 それでは、私のほうから林産体制

強化事業費補助金について説明いたします。 

  これにつきましては、森林組合さんのほうに

補助するということで、６月議会では測量機器

についての補助をお願いしてお認めいただきま

したが、今回は土場、現在土土場ということで

なっているのですが、そこを舗装したいという

ことで、南北50メートル、東西に16メートル、

800平米をアスファルト舗装したいということ

でございます。アスファルト舗装ですので、耐

用年数ということ、ここでちょっと何年という

のは言えませんが、永久的にそのまま使えると

いうことではございません。だんだん劣化して

いくということはご承知いただきたいと思いま

す。 

  この舗装によって、どういう効果があるかと

いうことですが、現在素材乾燥まで大体７か月

かかっておりますが、アスファルトにすること

で５か月で乾燥できるという形になっておりま

す。ですので、今チップをさわうち病院に供給

しておりますが、それが大体年間600立米とい

うことでございます。７か月から５か月に短縮

されることで、1.4倍早くなるということでご

ざいますので、大体600立米に対し、最大240立

米生産量が多くなるということでございます。

大体１万円にして240万円ぐらい最大売上げが

可能になるということでございますし、また製

品の状況が土土場に比べてよくなるということ

で、立米当たり現在１万円のところ、１万2,000円

ぐらいの単価になるということで、２割アップ、

これらを合わせますと、大体年間300万円ぐら

いの売上げアップが見込めるということでござ

いますので、ある程度の効果はあるものと考え

ております。 

  以上です。 

（場所の声） 

林業振興課長 森林組合さん今現在の土場です。

組合の本所がある県道を挟んで向かい側という

形になります。 

議長  早川久衞君。 

９番  １点だけ確認をします。 

  まず、このサーモカメラなり、タブレット、

それから車等々、予算化しておりますけれども、

これは全て納入時期を確認しての予算計上でし

ょうか。 

議長  総務課長。 
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総務課長 納入時期等に関して、私のほうからお

答えいたします。 

  サーマルカメラ等についてですけれども、現

在需要がやはりどうしても高まっているという

ふうな部分がありますので、早急にこちらのほ

うでも納入したいという考えはありますけれど

も、当然取引先といいますか、見積り合わせ等

を行って業者決定しますけれども、そちらとの

協議になろうかと思います。まず、極力早めに

納入できるように事務を進めていきたいと考え

ております。 

議長  ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

議長  これで質疑を終わります。 

  これから討論に入ります。討論を許します。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。 

（なしの声） 

議長  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（なしの声） 

議長  これで討論を終わります。 

  これから表決に入ります。 

  議案第１号 令和２年度西和賀町一般会計補

正予算（第５号）についてを採決します。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方

は起立を願います。 

（賛成者起立） 

議長  起立全員であります。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されま

した。 

  以上で本臨時会の議事を終了しました。 

  これをもって第８回西和賀町議会臨時会を閉

会いたします。ご苦労さまでございました。 

午後 零時０７分 閉   会 

 


